
地震等が起きた場合の対応マニュアル 

（以下，利用登録団体代表者等が行う事） 

         

             

             

  

✔ 当日活動前の設備等の安全点検 ✔ 避難経路の確認（避難場所を含む） 

✔ 役割の明確化・連絡体制の確認（利用登録団体，学校側（教頭・教職員等）） 

 

 直ちに活動を停止し，参加者全員の身の安全を確保する 

             〇 的確な指示 

校庭 ➡ 建物から離れ，中央に集合させ，体を低くし頭部を保護するように指示 

体育館 ➡ 中央に集合させ，体を低くし頭部を保護するように指示 

（構造や体育用具の位置によっては，柱や壁に寄り添う方が良い場合もあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 揺れが収まったら， 

余震や二次被害に備えて 参加者を落ち着かせる。 

〇 人数確認をし，参加者・運営スタッフが全員揃っていることを確認 

〇 負傷者の有無を確認 

〇 施設・設備等の安全確認 （体育館外への避難が必要な場合は，落下物や転倒物

に注意して，校庭の中央等の安全な場所に避難） 

   ※火災発生時は，１１９番通報し，初期消火にあたる。 

 〇 震度や津波，土砂災害，市内の災害発生状況について情報収集 

 震度５以上 ➡ 市内で震度５以上の地震が発生したとき，宮城県に津波警報が

発表されたときは，負傷者や施設等の破損の有無に関わらず

学校施設開放を中止 （避難，又は，帰宅） 

震度４以下 ➡ 市内震度４以下で，かつ，余震・津波等の危険がない場合は，

施設・設備の安全と参加者の体調を確認のうえ，開放を再開 

 

★ 地震発生直後に学校側（教頭等）と連絡が取れる場合は，地震情報や被害状

況を報告します。連絡が取れない場合でも，必要に応じて学校側（教頭等）へ 

対応状況を事後に報告してください。 ※火災時も同様 

 

○ 参加者に指示し，すみやかに避難場所に誘導 

（災害の状況により，その場に留まる方が安全な場合もあります。） 

○ 参加者に児童生徒がいる場合は，保護者に連絡し，保護者に児童生徒を引き

渡す。（※日頃から，家族との連絡方法や引き渡し方法について共通理解を持

っておく） 

○ 学校側（教頭等）に確認のうえ，再開可否の指示を受けてください。 

学校における再開の判断基準は，①施設・設備の安全が確保されていること， 

②利用施設で避難所が開設されていないことを条件としますが，学校での判断 

が難しい場合は，学校より生涯学習課に確認してください。 
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風水害時の対応マニュアル 

 

〇 仙台市では，大雨や洪水，土砂災害や河川の氾濫水位に関する注意報や警報などの気象情報に

基づいて，避難所開設準備を行います。 

利用登録団体代表者は，活動予定日の気象情報について事前に確認し，大雨，洪水，暴風，大

雪等により市内に災害が発生するおそれがある場合は，事前に活動を中止してください。 

 

〇 活動中に，避難所開設準備（※）に移行する場合や，気象特別警報（暴風特別警報，暴風雪特別

警報，大雨特別警報及び大雪特別警報），高潮特別警報又は波浪特別警報に切り替わった場合

は，直ちに活動を中止し，地震発生時の対応に準じて，帰宅又は避難場所へ避難してください。災

害の状況により，その場に留まる方が安全な場合もあります。 

※ 活動場所の学校で，避難所開設を行うか分からない場合は，学校側（教頭等）にお問い合わせ下さ

い。 

 

〇 参加者に児童生徒がいる場合は，日頃から，保護者と子どもたちの引き渡し方法について共通理

解を図っておいてください。気象情報から適切に判断して，児童生徒の安全な帰宅・避難を進めてく

ださい。 

 

〇 活動を再開する場合は，学校側（教頭等）に確認のうえ，再開可否の指示を受けてください。 

学校における再開の判断基準は，①施設・設備の安全が確保されていること，②利用施設が避難所と

なっていないことを条件としますが，学校での判断が難しい場合は，学校より生涯学習課に確認してくだ

さい。 

 


